
誰もが“自分らしく”いられる社会に
男女共同参画社会の実現のための

取り組みを進めています

小金井市がめざすべき男女共同参画社会は、

「男女が互いにその人権を尊重し、認め合い支え合いながら、

それぞれの個性と能力を十分に発揮することができ、

また、一人ひとりが輝いて生きることができる社会」です。

個人も、家庭も、地域社会も、

「人権尊重」と「ワーク・ライフ・バランス」に留意しながら、

その実現を支える啓発・支援・環境整備等の仕組みをさらに充実し、

新しいライフスタイルを創っていくことを通し、

意識と実態が伴った男女共同参画社会を形成していくために、

基本理念を

「人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする 男女共同参画の実現をめざして」

と定めています。
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国民健康保険税………………第５期分
後期高齢者医療保険料………第５期分
介護保険料……………………第５期分

12月２日（月）


